
○
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
七
年
建
設
省
令
第
一
一
十
八
号
）
（
案
）

第
二
条
（
黙

規
則
第
一
条
の
三
第
一
項
の
表
二
の
ロ
項
Ⅲ
欄
に
掲
げ
る
図
需

謂
一
沓
の
正
，
本
及
び
劇

γ
叱
副
剤
一
ｍ
』
庁
４
打
試
啓
兀
虹
尹
釘
』
エ
『

地
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
△
而
第
Ⅲ

恢
呵
ソ
外
、
広
』
煙
鐘

項
及
び
日
頃
に
陽
げ
る
図
書

刀
物
質
の
飛
散
又
は
発
附

第
八
条
第
二
一
噌
舘

別
表
の
側
項
に
掲
げ
る
図
書

の
函
弼
｛
正
の
由
皿
詰

認
｛
正
の
申
‐
華

栄
の
四
第
四
頃
に
岸

隅
げ
る
基
準
に
瞳
△
［

の
Ⅱ
項
、
Ⅲ
項
及
び
Ⅲ
項
に
掲
げ
る
図
書
肺

頃
の
表
一
の
Ⅲ
項
に
掲
げ
る
図
書
を
悪

崖
臣
箪
蕪
鰯
の
割
川
函
酉
輪
袈
修
仮

伝
鎗
添
六
匁
不
戦
床
一
囑
塑
オ
ニ
巳
勺
、
煤
０
弾

》
者
は
、
第
一
項
又
は
前
項
の
認
定
の
申
一
鵠

弟
一
一
一
十
五
条
勿
二
⑪
津

）
大
岼
法
勿
』
、
》
陥
涛
一
等

栄
の
こ
の
態

弟
一
条
の
三
第
一
頃
の
表
一
の
一
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
Ⅱ

題
蘂
基
準
法
席

連
築
基
準
荘

》
朱
述
宋
一
屋

の
建
築
一
規
則
第
一
条
の
三
第
一
項
の
表
二
の
口
項
佃
欄
に
掲
げ
る
図
需

項
の
一
の
『
計
画
の
認
●
定
を
零

第
二
条
（
礁

謂
聖
閂
の
正
．
本
及
０
廓

②
祠
坤
床
一
戸

項
及
び
別
項
に
掲
げ
る
図
書

塵
築
基
準
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
建
築
勅

限
を
受
け
る
建
築
物
又
は
内
装
の
制
限
を
受
け
る
調
掴

認
定
の
申
諾

閥
宰
風
の
窓
把
断

朶
刀
四
第
四
項
に
規
定
す
る
内
装
の
制
限
を
受
け
る
讃
裡

別
表
の
Ⅱ
項
、
別
項
及
び
側
項
に
掲
げ
る
図
書

喝
げ
る
基
準
に
適
合

記
第
四
号
］
阿
武
匝
正
’
本
及
Ｕ
圃

鼠
建
鐘
奉
暢
惚
（
し
癖
阯
串
瞬
咄
餌
伸
陸
か

宏
吟
弟
一
一
一
○
十
五
条
の
こ
の
鵠

弟
六
条
第
一
唇
第
二
ロ
石
及
Ｕ
錘

首
は
、
第
一
一
頃
又
空
は
前
項
の
認
定
の
能

粂
允
一
一
勿
濡

弟
一
条
の
一
一
扇
床
一
悪
α
表
一
ケ

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

建
築
基
準
法
流

〃
脂
江
可
凹

2９ 

改正案

現行

第二条（略〉２〈略）

３法第八条第三項第三号に掲げる基準に適合するものとして同条第一項
（計画の認定の申請）

（計画の認定の申請）

二条（略〉

第二条（略）

〈略）

２（略）・法第八条第一一一項第一一一号に掲げる基準に適合するものとして同条第一項３法第八条第一一一項第一一一号に掲げる基準に適合するものとして同条第一項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同項のの計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同項の規定により認定の申請をしようとする者は、第一項又は前項の認定の申規定により認定の申請をしようとする者は、第一項又は前項の認定の申請書の正本及び副本並びに別記第四号様式の正本及び副本に、それぞれ請書の正本及び副本並びに別記第四号様式の正本及び副本に、それぞれ、建築基準法第六条第一項第一号に掲げる建築物については建築基準法、建築基準法第六条第一項第一号に掲げる建築物については建築基準法施行規則（昭和一一十五年建設省令第四十号）第一条２－－第一項の表一の施行規則（昭和一一十五年建設省令第四十号）第一条の一一一第一項の表一のⅢ項及び佃項に掲げる図書をＰ同法第六条第一項第一一号及び第一一一号に褐Ⅱ項及び側項に掲げる図書を、同法第六条第一項第一一号及び第一一一号に掲げる建築物については同表のⅢ項、Ⅲ項及び側項に掲げる図書並びに同げる建築物については同表のⅢ項、Ⅲ項及び仙項に掲げる図書並びに同規則第一条の一一一第一項の表一一の口項Ⅲ欄に掲げる図書を、これらの建築規則第一条の一一一第一項の表一一の口項囚欄に掲げる図書を、これらの建築物以外の建築物については同項の表一のⅢ項に掲げる図書を添えて、こ物以外の建築物については同項の表一の仙項に掲げる図書を添えて、これらの図書のほか、さらに、同法第一一十八条の一一の規定により司纈．ａ四れらの図書のほか、さらに、同法第一一十八条の一万規定により居室内に胴丙馴鯏渕劉鋼凹剖凶劃糊に対する衛生上の措置を講ずぺき建築物につい・制川副洞割詞劉烈凹矧創に対する衛生上の措置を讃ずぺき建築物についてては同表のⅢ項に掲げる図書を、同法第一一一十五条の一一の規定により内装は同表のⅢ項に掲げる図書を、同法第一一一十五条の一一の規定により内装のの制限を受ける建築物又は内装の制限を受ける調理室等（建築基準法施制限を受ける建築物又は内装の制限を受ける調理室等〈建築基準法施行行令第百一一十八条の四第四項に規定する内装の制限を受ける調理室等を令第百一一十八条の四第四項に規定する内装の制限を受ける調理室等をい （計画の認定の申請）第二条（略）２（略）．

３法第八条第三項第三号に掲げる基準に適合するものとして同条第一項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画について同項の規定により認定の申請をしようとする者は、第一項又は前項の認定の申請書の正本及び副本並びに別記第四号様式の正本及び副本に、それぞれ、建築基準法第六条第一項第一号に掲げる建築物については建築基準法施行規則（昭和二十五年建設省令第四十号）第一条の三第一項の表一のⅡ項及び側項に掲げる図書を、同法第六条第一項第二号及び第三号に掲げる建築物については同表のⅢ項、Ⅲ項及び仙項に掲げる図書並びに同規則第一条の三第一項の表二の口項囚欄に掲げる図書を、｝」れらの建築物以外の建築物については同項の表一の仙項に掲げる図書を添えて、》」れらの図書のほか、さらに、同法第二十八条のこの規定により居室内には同表のⅢ項に掲げる図書を、同法第三十五条の一一の規定により内装の制限を受ける建築物又は内装の制限を受ける調理室等〈建築基準法施行令第百二十八条の四第四項に規定する内装の制限を受ける調理室等をい



い
う
。
）
を
有
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
同
表
の
側
項
に
掲
げ
る
図
書
を
、
同
法
第

五
十
一
一
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
延
べ
面
積
の
敷
地
面
繭
に
対
す
る
割
合
が
同

項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
と
し
た
場
合
に
お
け
る
同
条
第
一
項
及
び
第
七
項
の
規
定

に
よ
る
限
度
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
同
表
の
Ｈ
項
に
掲
げ
る
図

書
を
、
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
延
べ
面
積
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
が

同
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
と
し
た
場
合
に
お
け
る
同
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第

七
項
の
規
定
に
よ
る
限
度
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
同
表
の
Ⅲ
項

に
掲
げ
る
図
書
を
、
同
法
第
五
十
六
条
第
七
項
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
項
第
一
号

に
掲
げ
る
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
は
同
表
の
Ⅲ
項
に
掲
げ
る
図
書

を
、
同
項
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
建

築
物
に
つ
い
て
は
同
表
の
Ⅲ
項
に
掲
げ
る
図
書
を
、
同
項
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同

項
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
は
同
表
の
脚
項
に
掲

げ
る
図
書
を
、
同
法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
日
影
に
よ
る
高
さ
の

制
限
を
受
け
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
同
表
の
側
項
に
掲
げ
る
図
書
を
、
建
築
基
準
法

第
六
十
七
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
防
災
都
市
計
画
施
設
（
密
集
市
街
地
に
お

け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第

三
十
一
条
第
一
一
項
に
規
定
す
る
防
災
都
市
計
画
施
設
を
い
う
。
）
に
係
る
間
口
率
（

建
築
基
準
法
第
六
十
七
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
間
口
率
を
い
う
。
）
の
制
限
及

び
高
さ
の
制
限
を
受
け
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
用
途
変
更
の
場
合
を
除
き
同
表
の
（

を
）
項
に
掲
げ
る
図
書
を
、
当
該
計
画
に
同
法
第
八
十
七
条
の
二
の
昇
降
機
に
係
る

部
分
が
含
ま
れ
る
場
合
又
は
当
該
計
画
が
同
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号

ま
で
に
掲
げ
る
建
築
物
に
係
る
も
の
で
同
令
第
百
四
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ

う
。
）
を
有
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
同
表
の
側
項
に
掲
げ
る
図
書
を
、
同
法
第
五

十
二
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
延
べ
面
積
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
が
同
項

の
規
定
の
適
用
が
な
い
と
し
た
場
合
に
お
け
る
同
条
第
一
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に

よ
る
限
度
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
同
表
の
Ｎ
項
に
掲
げ
る
図
書

を
、
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
廷
ぺ
面
積
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
が
同

項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
と
し
た
場
合
に
お
け
る
同
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
七

項
の
規
定
に
よ
る
限
度
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
同
表
の
Ⅲ
項
に

掲
げ
る
図
書
を
、
同
法
第
五
十
六
条
第
七
項
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
項
第
一
号
に

掲
げ
る
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
は
同
表
の
伽
項
に
掲
げ
る
図
書
を

、
同
項
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
建
築

物
に
つ
い
て
は
同
表
の
Ⅲ
項
に
掲
げ
る
図
書
を
、
同
項
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
項

第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
建
築
物
に
つ
い
て
は
同
表
の
側
項
に
掲
げ

る
図
書
を
、
同
法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
日
影
に
よ
る
高
さ
の
制

限
を
受
け
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
同
表
の
側
項
に
掲
げ
る
図
書
を
、
建
築
基
準
法
第

六
十
七
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
防
災
都
市
計
画
施
設
（
密
集
市
街
地
に
お
け

る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
三

十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
防
災
都
市
計
画
施
設
を
い
う
。
）
に
係
る
間
口
率
（
建

築
基
準
法
第
六
十
七
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
間
ロ
率
を
い
う
。
）
の
制
限
及
び

高
さ
の
制
限
を
受
け
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
用
途
変
更
の
場
合
を
除
き
同
表
の
（
を

）
項
に
掲
げ
る
図
書
を
、
当
該
計
画
に
同
法
第
八
十
七
条
の
こ
の
昇
降
機
に
係
る
部

分
が
含
ま
れ
る
場
合
又
は
当
該
計
画
が
同
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

で
に
掲
げ
る
建
築
物
に
係
る
も
の
で
同
令
第
百
四
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る

３０ 



る
建
築
設
備
に
係
る
部
分
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
同
規
則
別
記
第
四
号
様
式

中
の
「
昇
降
機
の
概
要
の
欄
」
又
は
「
建
築
設
備
の
概
要
の
欄
」
に
記
載
す
べ
き
事

項
を
記
載
し
た
書
類
並
び
に
同
規
則
第
一
条
の
三
第
八
項
の
表
の
そ
れ
ぞ
れ
の
項
に

掲
げ
る
図
書
及
び
同
条
第
六
項
の
表
の
仙
欄
Ｈ
項
又
は
口
項
に
該
当
す
る
建
築
設
備

が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
同
表
の
伽
欄
の
当
該
各
項
に
掲
げ
る
図
書
を
、
同
条

第
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
行
政
庁
（
同
法
第
二
条
第
三
十
二
号
に
規
定
す
る
特

定
行
政
庁
を
い
う
。
）
が
規
則
で
同
法
第
六
条
第
一
項
の
申
請
書
に
添
え
る
ぺ
き
図

書
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
は
当
該
図
書
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
所
管
行
政
庁
に
提

出
す
る
も
の
と
す
る
。

４
～
９
（
略
）

建
築
設
備
に
係
る
部
分
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
同
規
則
別
記
第
四
号
様
式
中

の
「
昇
降
機
の
概
要
の
欄
」
又
は
「
建
築
設
備
の
概
要
の
欄
」
に
記
載
す
べ
き
事
項

を
記
載
し
た
書
類
並
び
に
同
規
則
第
一
条
の
三
第
八
項
の
表
の
そ
れ
ぞ
れ
の
項
に
掲

げ
る
図
書
及
び
同
条
第
六
項
の
表
の
Ⅲ
欄
Ｈ
項
又
は
口
項
に
該
当
す
る
建
築
設
備
が

含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
同
表
の
側
欄
の
当
該
各
項
に
掲
げ
る
図
書
を
、
同
条
第

九
項
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
行
政
庁
（
同
法
第
二
条
第
三
十
二
号
に
規
定
す
る
特
定

行
政
庁
を
い
う
。
）
が
規
則
で
同
法
第
六
条
第
一
項
の
申
請
書
に
添
え
る
べ
き
図
書

を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
は
当
該
図
書
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
所
管
行
政
庁
に
提
出

す
る
も
の
と
す
る
。

４
～
９
（
略
）

3Ｊ 




